
広陵町中小企業設備投資促進補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地域産業の活性化を図るため、競争力の強化

又は技術力の向上に積極的に取り組む町内の中小企業を支援し、

設備投資を行う中小企業に対し、予算の範囲内において広陵町中

小企業設備投資促進補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、広陵町補助金交付規則（平成１３年６月広陵町

規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 広陵町中小企業・小規模企業振興基本条例（平成

３０年９月広陵町条例第６号）第２条第１号に規定するものを

いう。

(2) 事業所 中小企業が自ら行う事業活動の用に供する施設（事

務所、工場、研究所、店舗、倉庫）をいう。

(3) 取得価額 補助の対象となる設備の購入の代価に、当該購入

に係る引取運賃、荷役費、運送保険料及び購入手数料の額を加

算した金額（消費税額及び地方消費税額を除く。）をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる中小企業（以下「補助

対象者」は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 町税等を滞納していないこと。



(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条に規定する風俗営業等を営むもの

でないこと。

(3) 次条に規定する設備について、国、県等他の制度の補助等を

受けていないこと。

(4) 補助金の交付を受けようとする年度の直近３年度において補

助金の交付を受けていないこと

(5) 次のいずれにも該当しない者

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定するものをい

う。以下同じ。）

イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第６号に規定するものをいう。以下同じ。）

ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

る者

（補助対象設備）

第４条 補助の対象となる設備は、競争力の強化又は技術力の向上

に資する設備であって、次の各号のいずれの要件も満たすもの

とする。

(1) 機械若しくは装置又は工具、器具若しくは備品であること。

(2) 取得価額が一につき１００万円以上であること。

(3) リース契約に基づくものでないこと。

(4) 町内の事業所に設置するものであること。

(5) 中古品にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数を超えて



いないものであること。

（補助額）

第５条 補助金の額は、取得価額に１００分の１０を乗じて得た額

（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

とし､ １補助対象者につき１００万円を上限とする。

２ 補助金の交付は、１補助対象者につき年度当たり１回限りとす

る。

（交付申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という｡)

は、あらかじめ、広陵町中小企業設備投資促進補助金交付申請書

（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなけ

ればならない。

(1) 設備投資概要書（様式第２号）

(2) 設備の見積書

(3) 定款及び直近の決算書（法人以外にあっては、これらに相当

する書類）

(4) 事業証明書

(5) 事業所の位置図

(6) 履歴事項全部証明書（法人に限る。）

(7) 導入する設備の概要が確認できる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

２ 補助金の申請は、補助対象経費を支出した日の属する年度内に

行わなければならない。

（交付決定）

第７条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、



補助金の交付の可否を決定し、広陵町中小企業設備投資促進補助

金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知

するものとする。

２ 町長は、前項の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するた

め、必要な条件を付すことができる。

（申請事項の変更及び承認）

第８条 前条第１項の規定により交付の決定を受けた者（以下「交

付決定者」という。）は、その申請事項について変更が生じたと

きは、速やかに広陵町中小企業設備投資促進補助金変更申請書（様

式第４号）に、第６条に掲げる書類等を添えて町長に申請し、そ

の承認を受けなければならない。

２ 町長は、前項の申請内容を審査し、変更することが適当と認め

るときは、広陵町中小企業設備投資促進補助金変更決定通知書（様

式第５号）により、その旨を交付決定者に通知するものとする。

（実績報告及び実地調査）

第９条 交付決定者は、設備の設置完了後、速やかに、広陵町中小

企業設備投資促進補助金実績報告書（様式第６号）に、次に掲げ

る書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し等支払いを確認できる書類

(2) 設置完了後の設備の写真

(9) その他町長が必要と認める書類

２ 町長は、前項の報告があったときは、必要に応じて担当職員に

実地調査を行わせることができる。

（補助金の額の確定）

第１０条 町長は、前条の報告があったときは、交付すべき補助金



の額を確定し、広陵町中小企業設備投資促進補助金確定通知書（様

式第７号）により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）

第１１条 交付決定者は、補助金の支払いを受けようとするときは、

広陵町中小企業設備投資促進補助金交付請求書（様式第８号）に

より町長に請求しなければならない。

２ 町長は、前項の請求があった場合において、その内容を審査し、

適当と認めるときは、当該請求者に対して補助金を交付するもの

とする。

（交付決定取消）

第１２条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと

き。

(2) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受け、又は受

けようとしたとき。

(3) 交付決定後、２年以内に事業を廃止又は町内での操業を取り

やめたとき。

(4) 交付決定後、２年以内に設備を売却、譲渡、交換若しくは町

外に移設又は担保に供したとき。

（補助金の返還）

第１３条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助

金が既に交付されているときは、期限を定め当該補助金の全部又

は一部を返還させるものとする。

（成果の報告）



第１４条 補助金の交付を受けた中小企業は、当該設備投資におけ

る成果について、町長から求めがあったときは、速やかにこれを

報告しなければならない。

（その他）

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について

必要な事項は、町長が定める。

附 則

この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。


